
平成１４年(行タ)第６５号　緊急命令取消申立事件
　　

決　　　　　　　　　　定　　
　　
神奈川県藤沢市辻堂由海岸１丁目１番２５号
申　　　立　　　人　 学 校 法 人 湘 南 工 科 大 学
代　表　者　理　事　 松　　浦　　　昌　　吾
訴訟代理人　弁護士 下　　平　　　征　　司
同　 武　　内　　　更　　一
同　 濱　　口　　　善　　紀

東京都港区芝公園１丁目５番３２号
被　 申　 立　 人　 中 央 労 働 委 員 会
代　表　者　会　長　 山　　口　　　浩 一 郎
指　定　代　理　人　 山　　川　　　隆　　一
同　 熊　　谷　　　正　　博
同　 瀬　　野　　　康　　夫
同　 高　　橋　　　和　　広

神奈川県川崎市麻生区細山１丁目７番１の１０７号
補　助　参　加　人　 河　　口　　　央　　商

神奈川県茅ヶ崎市堤１０４番地の５
同　　 平　　良　　　邦　　夫

神奈川県南足柄市塚原４６２７番地の９
同　 岩　　崎　　　　　　昇

神奈川県藤沢市辻堂西海岸１丁目１番２５号
同　 湘南工科大学教職員組合
代　表　者　執行委員長 　　　　　　河　　口　　　央　　商
補助参加人ら訴訟代理人弁護士 　　　田　　原　　　俊　　雄
同　 　　　金　　井　　　清　　吉
同　 　　　斉　　藤　　　　　　豊

主　　　　　　　　文

１　本件申立てを却下する。
２　申立費用は，申立人の負担とする。
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　　東京高等裁判所第９民事部

裁　判　長　裁　判　官 　　　　　　雛　　形　　　要　　松
　　　　　　裁　判　官 　　　　　　山　　崎　　　　　　勉
　　　　　　裁　判　官 　　　　　　浜　　　　　　秀　　樹


